
県全体で診療連携体制を構築する際の課題等について
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１．県民への受診勧奨

⇒現状、広報や県民向けリーフレットで周知している

２．腎機能の検査を実施しているかかりつけ医療機関への紹介基準表の周知

⇒現状、かかりつけ医向けリーフレットで周知している

３．医療機関への診療情報提供書の共有

⇒診療情報を把握するための提供書について共通の様式を作成の上、共有する

４．県内地域別の腎臓専門医リスト

⇒地域別の腎臓専門医リストを作成し、公開することで紹介先を見える化する

５．ICT化が可能か

⇒診療情報提供書の作成から腎臓専門医への紹介までを何らかのシステムで行えるか

資料６

６．腎臓専門医の数

⇒紹介されてくる患者を診れるだけの腎臓専門医が地域別に足りているか


